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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１８０　　２０１３年　　３　月　７　日

発行　　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
自宅　　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
発行所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室
国会　安倍首相の施政方針演説（２月２８日）より　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施政方針演説は、４月から１年間の政治の基本方針を述べるものです。安倍首相が、どんな政治を進めるか問われる訳ですが、現実の政治が見えてきませんでした。これでは、我々国民は安心して安倍首相に政治を任せられません。ｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍首相は冒頭に「未来は明るい」と信じて前進することを呼びかけ「苦楽をともにする」と主張しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐｐしかし、東日本大震災からの復興では、解決すべき課題は一つ一つ解決するというだけで、政治の責任への自覚も対策の中身もありませんでした。被災者の自立心を強調するだけでは、あまりにも冷たい態度ではないでしょうか。ｐｐｐｐｐ安倍首相は就任いらい、経済の再生を最重視すると言ってきました。演説にも世界で一番企業が活躍しやすい国をめざす等と言っていますが、安倍首相が「三本の矢」と呼ぶ対策のもとで、現在ガソリンや食料品などの価格高騰が始まっていることへの説明は一つもありませんでした。「デフレ不況」の打開には国民の所得を増やすべきですが､安倍首相は可能な限りの報酬引き上げを産業界に要請しただけです。要請だけでなく具体策を講じなければ所得は回復しません。　ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐＴＰＰ（環太平洋連携協定）については、日米首脳会談を踏まえ、今後政府の責任で交渉参加を判断するとしました。参加表明を先送りしたのは多くの国民や団体の反対があるためですが、国民にまともな説明もせずに、政府の責任で判断するというのは独裁政治家の手法ではないでしょうか。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　ｐ原発問題では、安全が確認された原発は再稼働するとの方針を鮮明にしました。　　　　　　　　　　　　　　　ｐ歴代の内閣が憲法に違反すると退けてきた集団的自衛権の行使の検討などと共に、憲法改定に向けた国民的議論を呼びかけたのは重大です。現職の首相が、明文であれ解釈であれ改憲の旗を振るのは閣僚の憲法順守義務に反するものです。　ｐ安倍政権の危険な暴走に監視を強めるとともに、震災の復興や国民の所得を回復させるなどで、安倍政権にやるべき責任を果たさせることが重要です。
３・１０全国行動　「震災復興」＆「原発ゼロ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ppppppppppppppppp桑名駅前　    １１時３０分～１２時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      pppppppppppp 宣伝、署名、カンパの呼びかけを行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　　　　　　　　
桑名市議会　星野議員は３月６日（水）午前に代表質疑の予定
【質問内容】１、市政運営の基本的な考え方を問う
（１）市民から信頼される行政の構築と風通しの良い組織づくりとは
① 具体的に何をしようとしているのか　② 市長カフェ、どこでも市長室も良いが、来る人（陳情・対話）拒まずの姿勢を

（２）行財政改革を推進とは
① 行革について（行政改革推進委員会から、指定管理者制度、入札問題について）　② 納税者の視点で次の世代に責任の持てる財政とは何か

（３）新病院整備事業について
① 議会から言える事は限定されているが、出資者（お金を貸す。多額の税金が投入されている）として、２０１５年４月開院は｢速かろう・安かろう・悪かろう｣に為らないか　② 医師の確保は大丈夫なのか　③ 今こそ住民参加で精査をすべきではないか（実施設計は随契でいいのか）

（４）安心・安全、地域に信頼される学校づくりについて
① 具体的に何をするのか　② 「学級満足度調査」で問題点が分かるのか　③ 先生は充分に子供達に向かい合っているか　④ 教育委員でない教育長職務代理は何時まで

２、各提出予算について問う
（１）平成２５年度一般会計予算について
① 人権施策での基本方針・基本計画の見直しは、主にどの点か　② 駅西区画整理事業について、繰越と来年度の考えは（補正を前提にしていないか）　③ 非常勤職員の時給は上げないのか（景気回復に大きな力になる）

（２）介護保険事業特別会計予算について
① グループホーム等泊まれる施設の安全性の確保のために建築、福祉、消防の３部門の連携は盛り込まれているのか

（３）水道事業会計予算及び下水道事業会計予算について（関連条例の改正）

① 値上げについて、何故市民につけを回すのか

３、「地域主権改革」に伴う例規の改正について
（１）「地域主権改革」に伴う例規の改正が幾つか上がっているが、「地域主権改革」に対する市長の見解を問う
４、市長等の給与削減及び職員の退職金引き下げについて
（１）市長等の給与減額（何のためなのか）、職員の退職手当引き下げ（職員の将来設計はどうなるのか）
日銀総裁人事                                    

日銀総裁は、日本の中央銀行である日本銀行の最高責任者です。日銀総裁と副総裁（２人）の任期は５年。審議委員６人とともに計９人で、日銀の最高決定機関である政策委員会を構成します。
政府が２８日、国会に提示した次期日本銀行総裁・副総裁の人事案は安倍首相の意を受けて「大胆な金融緩和」を進めるための人選です。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　ｐ日銀は、２％の物価上昇目標を導入し、政府と共同声明を発表しましたが、白川総裁は安倍政権誕生前には安倍自民党総裁が主張していた「無制限の金融緩和」に抵抗を示していました。日銀に２％の物価目標を導入させるために安倍氏は日銀法改定の脅しまでかけました。日銀総裁に選任された黒田東彦アジア開発銀行総裁は報道機関とのインタビューで、２％の物価目標を支持し、金融緩和の手段として金融資産の購入拡大を主張しています。副総裁に選任された岩田規久男学習院大学教授も思い切った金融緩和でインフレを起こすことを主張してきました。安倍首相の意に沿う人物です。

日銀は２０１０年１０月、金融緩和のため金融資産の買い入れを決め、これまでに長期国債２６兆円を購入しました。２％の物価上昇を達成するために日銀が行うのは、長期国債の購入をこれまで以上に増やすことです。政府が発行した国債を直接引き受けるのでなく、銀行から買い取るとはいえ、実質的に政府の借金を肩代わりするものです。財政は悪化し、つけは消費税増税などで庶民が負担させられます。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ賃金が上がらないもとで物価が上昇し、生活必需品が値上がりすれば困るのは国民です。物価目標を支持する論者は物価が上がれば賃金が上がるかのように言いますが、物価が上がっても賃上げに何の保証もありません。

「デフレ不況」の原因は長年にわたって労働者の賃金が引き下げられてきたことにあります。賃上げと安定した雇用の拡大で国民の所得を増やすことが今求められる政策です。それは日銀ではなく政府の責任です。金融緩和を進める人物を日銀総裁に据えても「デフレ不況」から抜け出すことはできません。

日本銀行とは（ウィキペディアより）ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【概要】日本銀行は、政府から独立した法人とされ、公的資本と民間資本により存立する。資本金は1億円で、そのうち政府が55%の5500万円を出資し、残り45%にあたる約4500万円を政府以外の者が出資する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【役割】1998年、日本銀行法の全面改正によって、「物価の安定」と「金融システムの安定」という二つの日本銀行の目的が明確に示された。太平洋戦争下に制定されていたそれまでの日本銀行法では、日本銀行は「国家経済総力の適切なる発揮を図るため国家の政策に即し通貨の調節、金融の調節及び信用制度の保持育成に任ずる」、「専ら国家目的の達成を使命として運営せらしむる」機関として位置づけられていたが、この全面改正によってその国家総動員・戦時立法色は払拭され、日本ひいては国民経済の発展のために資するための機関と位置づけられた。また、政府からのその独立性が明確とされた一方で、円で生活している国民の危惧を排せるような、金融政策の透明化が不可欠のものとして求められるようになった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機能】①発券銀行として日本銀行券の発行および管理を行う。②政策金利（旧・公定歩合）操作、公開市場操作、支払準備率操作等の手法により金融政策を実施し、通貨流通量を調整することで物価と国民経済を安定させる。③日本銀行の当座預金を使って銀行などの金融機関同士の取引の決済を行う。つまり銀行の銀行である。等々です。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ総裁、副総裁、審議委員は、衆参両議院の同意を得て内閣が任命する（いわゆる国会同意人事の一つ）。監事は内閣が任命する。理事、参与は政策委員会の推薦に基づいて財務大臣が任命する。
生活保護問題　憲法の精神に反する「小野市福祉給付制度適正化条例」
ハートフルシティを標榜する兵庫県小野市では、３月議会で「小野市福祉給付制度適正化条例」を制定しようとしています。

市長の挨拶によれば、「国においては、生活保護に関する生活扶助費を、本年８月より削減する方針でありますが、本条例では、生活保護世帯の増加とともに社会問題となっている保護費の不正受給を防止するため、国に先んじて、公的な金銭給付の不正受給や、受給者が給付された保護費等をギャンブルなどに費消し、生活の安定向上に努める義務に違反する行為を、市と地域社会が一体となって防止（市民や地域社会は､生活に困窮され保護を必要とされている世帯や､不正受給の疑いのある事案等があれば市へ情報提供すること）し、福祉給付制度の信頼確保と受給者の自立した生活を支援することを目的とする」と言っています。更に「この条例と、『小野市いじめ等防止条例』、『小野市空き家等の適正管理に関する条例』の３条例は、全国どこにでも起こりうる課題に対して、『言われてからやるのではなく、言われる前にやる』、まさに、『後手から先手管理』への転換の実践を、全国に知らしめる、『先手管理３本の矢』である」と自己評価しています。
全国公的扶助研究会会長の吉永純花園大学教授は、「条例が成立すれば、監視の対象が無限に広がり、江戸時代の５人組のように地域でお互いを見張らせる事になります。貧困となった人が福祉事務所に相談に行けなくなり、貧困を放置する事になります。生活保護費の使い方は個人の自由です。パチンコやギャンブルなどの依存症のケースこそ、ケースワーカーの役割です。生活保護利用者に自立を促すことを目的とするのならケースワーカーの増員こそすべきです。」と話しておられます。（吉永先生には桑名市内で生活保護を受けられずに餓死する事件があった時に、当時のケースワーカーの方を対象に講演していただいています。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長良川河口堰問題　早く開門調査を（河口堰は要らない）
３月２日（土）、岐阜市で長良川市民学習会主催の勉強会が開催されました。テーマは、「長良川河口堰の塩害・洪水」で、講師は、今本博健京都大学名誉教授、在間正史元長良川河口堰建設差止裁判弁護士でした。講演内容は、今本氏の「国交省・水公団による塩水の遡上予測の検証」・「洪水対策に河口堰は必要なかった」、在間氏の「長良川浚渫後の塩害予測の検証」で、粕谷志郎岐阜大学教授・長良川市民学習会代表の「河口堰を開けても塩害は発生しない」のコメント・討論がありました。

　講演の内容は専門的で難しいものでした。問題は塩水の遡上問題で、「河口から１５Ｋｍ付近のマウンドで塩水は止まっていたが、浚渫でマウンドをとると塩水は３０ｋｍまで遡上するので沿岸の農地に塩害が発生するから河口に堰を作らなければならない」と河口堰事業が説明されてきた。しかし、遡上予測は建設着工後に「長良川河口堰に関する記述報告」で明らかにされ、この報告書の疑問点が指摘され、今回の講演はこの点が詳細報告されました。
　参加者の多くは、清流長良川を蘇らせるために１日も早い開門調査を求めるものです。来週からも長良川市民学習会主催の行事が盛り沢山予定されています。
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